
下水道管きょ工事仕様書   現行と改定の比較表 （令和３年４月改定）

1 

章（改定後） 現    行 改    定 備  考

全章

第 1章
総則

請負人 

１－１－２ 用語の定義

＜省略＞

27) 工事検査とは、検査員が契約約款第 31条（検査及び引渡し）、第 37 条（部分払）、第 38 条（部

分引渡し）に基づいて、請負人が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。

28) 検査員とは、契約約款第 31 条（検査及び引渡し）第２項、第 37条（部分払）第３項、第 38 条

（部分引渡し）の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

＜省略＞

１－１－３ 設計図書の照査等 

＜本文省略＞ 

１－１－４ 工事工程表 

＜本文省略＞ 

１－１－５ 請負代金内訳書 

＜本文省略＞ 

１－１－７ 契約図書に基づく処理方法 

＜本文省略＞ 

１－１－９ 工事監督員 

＜本文省略＞ 

１－１－10 現場技術員 

＜本文省略＞ 

１－１－11 工事用地等の使用 

＜本文省略＞ 

１－１－12 工事の着手 

＜本文省略＞ 

受注者 

１－１－２ 用語の定義

＜省略＞

27) 工事検査とは、検査員が契約約款第 32条（検査及び引渡し）、第 38 条（部分払）、第 39 条（部

分引渡し）に基づいて、受注者が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。

28) 検査員とは、契約約款第 32 条（検査及び引渡し）第２項、第 38条（部分払）第３項、第 39 条

（部分引渡し）の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

＜省略＞

１－１－３ 設計図書の照査等 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－3 設計図書の照査等」による。 

１－１－４ 工事工程表 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－4 工事工程表」による。 

１－１－５ 請負代金内訳書 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－5 請負代金内訳書」による。 

１－１－７ 契約図書に基づく処理方法 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－7 契約図書に基づく処理」による。 

１－１－９ 工事監督員 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－9 工事監督員」による。 

１－１－10 現場技術員 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－10 現場技術員」による。 

１－１－11 工事用地等の使用 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－11 工事用地等の使用」による。 

１－１－12 工事の着手 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－12 工事の着手」による。 

各章本文中に

おいて左記の

置換え

本文の修正

共通仕様書を

参照（以下同

様）
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考

１－１－13 使用人等の管理 

＜本文省略＞ 

１－１－14 工事の下請負 

＜本文省略＞ 

１－１－15 施工体制台帳及び施工体系図 

＜本文省略＞ 

１－１－16 請負人相互の協力 

＜本文省略＞ 

１－１－17 調査・試験に対する協力 

＜本文省略＞ 

１－１－18 工事の一時中止 

＜本文省略＞ 

１－１－19 設計図書の変更等 

＜本文省略＞ 

１－１－20 工期変更 

＜本文省略＞ 

＜新設＞ 

１－１－21 工事現場発生品 

＜本文省略＞ 

１－１－22 建設副産物 

＜本文省略＞ 

１－１－13 建設リサイクル法施行に伴う契約時手続きの追加 

＜本文省略＞ 

＜「１－１－31 使用人等の管理」へ移行＞ 

１－１－13 工事の下請負 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－13 工事の下請負」による。 

１－１－14 施工体制台帳及び施工体系図 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－14 施工体制台帳及び施工体系図」による。 

１－１－15 受注者相互の協力 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－16 受注者相互の協力」による。 

１－１－16 調査・試験に対する協力 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－16 調査・試験に対する協力」による。 

１－１－17 工事の一時中止 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－17 工事の一時中止」による。 

１－１－18 設計図書の変更等 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－18 設計図書の変更等」による。 

１－１－19 工期変更 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－19 工期変更」による。 

１－１－20 支給材料及び貸与品 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－20 支給材料及び貸与品」による。 

１－１－21 工事現場発生品 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－21 工事現場発生品」による。 

１－１－22 建設副産物 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－22 建設副産物」による。 

＜削除＞ 
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考

１－１－24 工事監督員による検査（確認を含む）及び立会い等 

＜本文省略＞ 

１－１－25 数量の算出及び出来形図 

＜本文省略＞ 

１－１－26 工事記録写真 

＜本文省略＞ 

１－１－27 しゅん功検査 

＜本文省略＞ 

１－１－28 出来形部分等検査及び指定部分検査 

＜本文省略＞ 

１－１－29 臨時検査 

＜本文省略＞ 

１－１－30 部分使用 

＜本文省略＞ 

１－１－31 施工管理 

＜本文省略＞ 

１－１－32 ポンプ場及び処理場内の工事 

＜本文省略＞ 

１－１－33 履行報告

＜本文省略＞ 

＜「１－１－13 使用人等の管理」から移行＞ 

１－１－23 工事監督員による検査（確認を含む）及び立会い等 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－23 工事監督員による検査（確認を含む）及び立合い等」

による。

なお、立会い、段階確認事項は段階確認一覧表（参考）（様式 1-1 及び 1-2）による。 

１－１－24 数量の算出及び出来形図 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－24 数量の算出及び出来形図」による。 

＜削除＞ 

１－１－25 しゅん功検査 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－25 しゅん功検査」による。 

１－１－26 出来形部分等検査及び指定部分検査 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－26 出来形部分等検査及び指定部分検査」による。 

１－１－27 臨時検査 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－27 臨時検査」による。 

１－１－28 部分使用 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－28 部分仕様」による。 

１－１－29 施工管理 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－28 部分仕様」による。 

なお、施工管理基準等は下水仕様書 第 16 章 下水道管きょ工事施工管理基準等による。

＜「１－１－40 官公庁等への手続等」本文中へ移行＞ 

１－１－30 履行報告 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－30 履行報告」による。 

１－１－31 使用人等の管理 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－31 使用人等の管理」による。 
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考

＜新設＞ 

＜新設＞ 

１－１－34 後片付け 

＜本文省略＞ 

１－１－35 事故報告 

＜本文省略＞ 

１－１－37 文化財の保護 

＜本文省略＞ 

＜新設＞ 

１－１－38 諸法令の遵守 

＜本文省略＞ 

１－１－39 適用すべき諸基準 

＜本文省略＞ 

１－１－40 官公庁への手続等 

＜本文省略＞ 

１－１－41 施工時期及び施工時間の変更 

＜本文省略＞ 

１－１－42 工事測量 

＜本文省略＞ 

１－１－32 工事中の安全確保

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－32 工事中の安全確保」及び「2－2 工事中の安全確保」

による。

１－１－33 爆発及び火災の防止 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－33 爆発及び火災の防止」及び「2－3－8 爆発及び火災

の防止」による。 

１－１－34 後片付け 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－34 跡片付け」による。 

１－１－35 事故報告 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－35 事故報告」による。 

１－１－37 文化財の保護 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－37 文化財の保護」による。 

１－１－38 安全管理 

「2－3 安全管理」による。 

１－１－39 諸法令の遵守 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－39 諸法令の遵守」による。 

＜削除＞

１－１－40 官公庁等への手続等 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－40 官公庁等への手続等」による。 

なお、ポンプ場又は、処理場内の工事実施に当たっては、工事監督員の指示に従い、ポンプ場、処

理場の運転管理に支障をきたさないよう、特に留意しなければならない。 

１－１－41 施工時期及び施工時間の変更 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－41 施工時期及び施工時間の変更」による。 

１－１－42 工事測量 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－42 工事測量」による。 
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考

１－１－43 提出書類 

＜本文省略＞ 

１－１－44 天災及びその他の不可抗力による損害 

＜本文省略＞ 

１－１－45 特許権等 

＜本文省略＞ 

１－１－46 保険の付保及び事故の補償 

＜本文省略＞ 

１－１－47 社内検査 

＜本文省略＞ 

１－１－48 道産品及び札幌市域産品の使用 

＜本文省略＞ 

１－１－49 環境物品等の使用 

＜本文省略＞ 

１－１－50 季節労働者等の雇用 

＜本文省略＞ 

１－１－51 技能士の活用 

＜本文省略＞ 

１－１－52 工事特性・創意工夫・社会性等 

＜本文省略＞ 

１－１－54 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応 

＜本文省略＞ 

１－１－55 ＩＳＯ９００１ 適用工事 

＜本文省略＞ 

１－１－43 提出書類 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－43 提出書類」による。 

１－１－44 天災及びその他の不可抗力による損害 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－44 天災及びその他の不可抗力による損害」による。 

１－１－45 特許権等 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－45 特許権等」による。 

１－１－46 保険の付保及び事故の補償 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－46 保険の付保及び事故の補償」による。

１－１－47 社内検査 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－47 社内検査」による。 

１－１－48 道産品及び札幌市域産品の使用 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－48 道産品及び札幌市域産品の使用」による。 

１－１－49 環境物品等の使用 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－49 環境物品等の使用」による。 

１－１－50 季節労働者等の雇用 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－50 既設労働者等の雇用」による。 

１－１－51 技能士の活用 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－51 技能士の活用」による。 

１－１－52 工事特性・創意工夫・社会性等 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－53 工事特性・創意工夫・社会性等」による。 

１－１－54 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－55 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応」に

よる。 

１－１－55 ＩＳＯ９００１ 適用工事 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－55 ISO09001 適用工事」による。
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考

第 2 章

工事現場管理

等安全管理

２－３－１ 交通安全管理

＜本文省略＞ 

２－３－２ 交通規制

＜本文省略＞ 

２－３－４ 安全対策

＜省略＞

5) 児童への安全対策 

① 請負人は、工事現場付近に児童に関する施設があって、児童がしばしば工事現場を通行する

場合については、教育機関（小学校、幼稚園、保育所等）に依頼して児童に注意を喚起しなけ

ればならない。 

② 請負人は、児童の通行する場所での床掘部等の危険箇所については、必要に応じて覆工板、

網又は柵を設置するなどして事故防止に努めなければならない。 

③ 工事現場内に児童が立入ろうとする場合、作業員又は、交通誘導警備員は危険を児童に教え

注意し、安全な場所に誘導しなければならない。 

＜省略＞

２－３－６ 老人・身体障害者用通路の確保

＜本文省略＞ 

２－３－７ 不法無線局及び違法無線局対策

＜本文省略＞ 

２－３－１ 交通安全管理

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－38 安全管理 1.交通安全管理」による。 

２－３－２ 交通規制等

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－38 安全管理 2.交通規制等」による。 

２－３－４ 安全対策

＜省略＞

5) 児童への安全対策 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－38 安全管理 3.児童への安全対策」による。 

＜省略＞

２－３－６ 老人又は身体障害者対策

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－38 安全管理 4.老人又は身体障害者対策」による。 

２－３－７ 不法無線局及び違法無線局対策

「札幌市土木工事共通仕様書 1－1－1－38 安全管理 5.不法無線局及び違法無線局対策」によ

る。 

共通仕様書を

参照（以下同

様）
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考

第 4 章

一般施工

第 9 章

補助地盤改良

工

下水道事業で管理している建設発生土受入先一覧表  

№ 名   称 所在地 受入期間 土 質 条 件 担当課 

１
厚別山本地区建設発生土一時

堆積場（第１ヤード） 

厚別区厚別山本

2452-1 

４月下旬～３

月下旬 

礫混じり、砂質土・火山灰等。粘

性土・泥炭は受入不可。 

管路保全課 

(818-3451) 

２
手稲前田下水道再生土製造施

設（手稲前田ストックヤード）

手稲区手稲前田

611-3 

5 月上旬～12

月中旬 

砂質土・火山灰。粘性土・泥炭は

受入不可。 

処理施設課

(818-3431) 

９－１－５ 施工管理                              

＜省略＞

３ 薬液注入工事（注入量 500kl 以上）においては、プラントのタンクからミキサー迄の間に流量

積算計を設置し、珪酸ソーダの日使用量等を管理するものとする。 

＜省略＞

下水道事業で管理している建設発生土受入先一覧表  

№ 名   称 所在地 受入期間 土 質 条 件 担当課 

１
厚別山本地区建設発生土一時

堆積場 

厚別区厚別山本

2452-1 

４月下旬～３

月中旬 

礫混じり、砂質土・火山灰等。粘

性土・泥炭は受入不可。 

管路保全課 

(818-3451) 

２
手稲前田下水道再生土製造施

設（手稲前田ストックヤード）

手稲区手稲前田

611-3 
休止中 

砂質土・火山灰。粘性土・泥炭は

受入不可。 

処理施設課

(818-3431) 

９－１－５ 施工管理

＜省略＞

３ 薬液注入工事（注入量 500kl 以上）においては、プラントのタンクからミキサー迄の間に流量

積算計を設置し、水ガラス（珪酸ナトリウムまたは珪酸ソーダとも呼ばれる）の日使用量等を管理

するものとする。 

＜省略＞

表の修正

文言の修正
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8 

章（改定後） 現    行 改    定 備  考

文言の修正
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9 

章（改定後） 現    行 改    定 備  考

文言の修正
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10 

章（改定後） 現    行 改    定 備  考

文言の修正
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11 

章（改定後） 現    行 改    定 備  考

文言の修正



下水道管きょ工事仕様書   現行と改定の比較表 （令和３年４月改定）

12 

章（改定後） 現    行 改    定 備  考

第 16章
下水道管きょ

工事施工管理

基準等

16－５－３ フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案） 

＜本文省略＞ 

16－５－３ フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案） 

「札幌市土木工事共通仕様書 ７－14 フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」に

よる。 

共通仕様書を

参照


